
２００３．２．１１ （５）

　

地
方
税
法
の
改
正
に
伴
い
、
平
成　
１５

年
度
の
国
民
健
康
保
険
税
の
控
除
の
適

用
が
下
表
の
と
お
り
変
更
に
な
り
ま
す

の
で
、
確
定
申
告
を
す
る
際
に
は
、
ご

留
意
下
さ
い
。

　

な
お
、
国
民
健
康
保
険
税
の
平
成　
１５

年
度
分
の
税
率
等
に
つ
い
て
は
、
後
日

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
税

課
税
内
容
が
一
部

変
更
さ
れ
ま
す

公
開
し
て
い
ま
す�

　

第
３
回
男
女
平
等
参
画
協
議
会
を
開

催
し
ま
す
。
傍
聴
を
希
望
さ
れ
る
方

は
、
直
接
会
場
へ
お
い
で
下
さ
い
。

○
日
時　

２
月　

日
（
金
）
午
後
２
時

２１

〜
４
時

○
会
場　

男
女
平
等
推
進
セ
ン
タ
ー
委

員
活
動
室
（
町
田
市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム

内
）

○
議
題
「
町
田
市
男
女
平
等
推
進
計

画
」
の
効
果
的
な
推
進
体
制
に
つ
い
て

○
定
員　
　

人
（
先
着
順
）

１０

□問
 

男
女
平
等
推
進
セ
ン
タ
ー
11
７
２
３

・
２
９
０
８

　

町
田
市
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護

運
営
審
議
会
を
開
催
し
ま
す
。
傍
聴
を

希
望
さ
れ
る
方
は
あ
ら
か
じ
め
「
市
政

情
報
や
ま
び
こ
」
（
11
７
２
４
・
８
４

０
７
）
へ
ご
連
絡
下
さ
い
。

○
日
時　

２
月　

日
（
月
）
午
前　

時

１７

１０

〜
正
午

○
会
場　

市
役
所
地
下
特
別
会
議
室

　

傍
聴
を
希
望
さ
れ
る
方
は
あ
ら
か
じ

め
２
月　

日
ま
で
に
障
害
福
祉
課
（
11

２０

７
２
４
・
２
１
４
７
）
へ
。

○
日
時　

２
月　

日
（
月
）
午
前　

時

２４

１０

か
ら

○
会
場　

す
み
れ
会
館

○
定
員　
　

人
程
度
（
申
し
込
み
順
）

３０

※
駐
車
場
は
あ
り
ま
せ
ん
。

町
田
市
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護

運

営

審

議

会

　

町
田
市
障
害
者
計
画
推
進
委
員
会
を

開
催
し
ま
す
。

ご
　
案
　
内�

　

自
然
休
暇
村
は
、
長
野
県
南
佐
久

郡
川
上
村
の
標
高
１
、
５
０
０
メ
ー

ト
ル
の
高
地
に
あ
り
ま
す
。

　

新
緑
の
自
然
休
暇
村
で
大
い
に
リ

フ
レ
ッ
シ
ュ
し
て
下
さ
い！

○
利
用
日
程　

２
泊
３
日
単
位
で
左

下
表
の
通
り

○
申
し
込
み
で
き
る
方　

市
内
在
住

の
方
、
市
内
在
勤
の
方
と
そ
の
家
族

○
申
し
込
み　

往
復
ハ
ガ
キ
に
、

「
自
然
休
暇
村
連
休
利
用
申
込
」
と

書
き
、
①
利
用
施
設
②
希
望
す
る
日

程
の
番
号
③
利
用
予
定
人
数
④
代
表

者
の
住
所
（
市
外
在
住
の
方
は
、
そ

の
旨
を
明
記
）
⑤
氏
名
⑥
電
話
番
号

　

学
識
経
験
者
、
事
業
者
、
公
募
市
民

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
、
町
田
市
環
境

審
議
会
の
第　

回
会
議
を
開
催
し
ま

１３

す
。
傍
聴
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
２
月

男
女
平
等
参
画
協
議
会

施設一覧表
１泊１室（棟）
当たりの使用料施設名

８，０００円本館
（和室１０畳、定員６人）

５，０００円和室８畳キャビン
（台所、浴
室あり定
員５人） ４，０００円和室６畳

※定員を超えての申込はできませ
ん。赤ちゃんも１人に数えます。

変更内容種　別

土地・建物等を譲渡した場合、国民健康保険
税でも特別控除が適用になります。

分離長期（短期）譲
渡所得の特別控除

青色専従者給与及び事業専従者控除が適用に
なります。またその控除額は、青色専従者ま
たは事業専従者の個々の給与として課税の対
象となります。

青色専従者給与及び
事業専従者控除

給与所得特別控除（２万円）は、廃止となり
ます。給与所得特別控除

６５歳以上の公的年金受給者に適用されていた
１７万円の控除は廃止となります。

公的年金等に係る課
税の特例

町
田
市
環
境
審
議
会

障
害
者
計
画
推
進
委
員
会

町
田
市
長
期
計
画
審
議
会

　

市
の
将
来
都
市
像
及
び
基
本
目
標
、

そ
の
達
成
に
向
け
た
施
策
の
方
向
を
定

め
る
町
田
市
長
期
計
画
に
つ
い
て
審
議

す
る
、
第
５
回
町
田
市
長
期
計
画
審
議

会
を
開
催
し
ま
す
。

　

傍
聴
を
希
望
さ
れ
る
方
は
２
月　

日
１２

〜　

日
の
間
に
政
策
審
議
室
（
11
７
２

１８
４
・
２
５
０
３
）
へ
ご
連
絡
下
さ
い
。

○
日
時　

２
月　

日
（
水
）
午
後
６
時

１９

　

分
か
ら

３０○
会
場　

市
役
所
地
下
特
別
会
議
室

○
議
題　

将
来
都
市
像
の
設
定
に
む
け

て○
定
員　
　

人
（
先
着
順
）

１０

町
田
市
都
市
計
画
審
議
会

　

第
１
３
５
回
町
田
市
都
市
計
画
審
議

会
を
開
催
し
ま
す
。
傍
聴
を
希
望
さ
れ

る
方
は
直
接
会
場
へ
お
い
で
下
さ
い
。

○
日
時　

２
月　

日
（
金
）
午
前　

時

１４

１０

か
ら

○
会
場　

市
役
所
５
階
第
１
委
員
会
室

○
定
員　
　

人
（
先
着
順
）

１０

□問
 

都
市
計
画
課
11
７
２
４
・
２
１
５
５

※
審
議
会
の
会
議
録
は
、
町
田
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

野
津
田
町
及
び
本
町
田
の
一
部

公
共
下
水
道
が

利
用
で
き
ま
す

　

２
月　

日
（
月
）
か
ら
、
野
津
田
町

２４

及
び
本
町
田
の
一
部
で
公
共
下
水
道
が

利
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

今
回
、
利
用
が
で
き
る
区
域
に
建
物

を
所
有
し
て
い
る
方
に
は
、
水
洗
化
の

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
・
指
定
工
事
店
名
簿
を

配
布
し
ま
す
。

　

な
お
、
今
回
の
利
用
開
始
に
伴
い
、

図
面
等
を
ご
覧
（
縦
覧
）
い
た
だ
け
ま

す
。

〇
縦
覧
期
間　

２
月　

日
（
木
）
〜　

１３

２１

日
（
金
）

※
土
・
日
曜
日
は
除
く
。

〇
時
間　

午
前
８
時　

分
〜
午
後
５
時

３０

〇
縦
覧
場
所　

下
水
道
業
務
課
（
成
瀬

ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
内
）

【
切
り
替
え
工
事
に
つ
い
て
】

　

く
み
取
り
便
所
（
し
尿
浄
化
槽
を

含
む
）
を
水
洗
便
所
に
改
造
す
る
工

事
は
、
指
定
工
事
店
に
依
頼
し
て
下

さ
い
。
な
お
、
水
洗
便
所
改
造
資
金
貸

付
制
度
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
利
用
下

さ
い
。

【
水
洗
化
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期

限
】

　

く
み
取
り
便
所
の
家
庭
は
３
年
以
内

に
改
造
工
事
を
、
浄
化
槽
使
用
の
家
庭

は
遅
滞
な
く
（
１
年
以
内
に
）
切
り
替

え
工
事
を
し
て
下
さ
る
よ
う
お
願
い
し

ま
す
。

【
工
事
は
必
ず
指
定
工
事
店
で
】

　

市
の
指
定
工
事
店
と
偽
り
、
下
水
道

利
用
（
予
定
）
区
域
内
で
、
宅
内
の
水

洗
化
工
事
（
浄
化
槽
か
ら
の
切
り
替
え

工
事
を
含
む
）
を
勧
誘
す
る
業
者
が
い

る
よ
う
で
す
。
市
で
は
技
術
的
に
一
定

の
水
準
を
有
す
る
者
が
専
属
し
、
市
長

が
指
定
を
し
た
工
事
店
で
な
い
と
水
洗

化
工
事
が
で
き
な
い
指
定
工
事
店
制
度

を
と
っ
て
い
ま
す
。
工
事
を
申
し
込
む

際
に
は
、
必
ず
指
定
工
事
店
か
ど
う
か

確
認
し
て
契
約
す
る
よ
う
お
願
い
し
ま

す
。

【
悪
質
な
業
者
に
ご
注
意
を
】

　

市
内
各
所
で
、
市
役
所
の
方
か
ら
来

た
と
称
し
て
各
家
庭
を
訪
問
し
、
汚
水

 
枡 
・
汚
水
配
管
等
の
清
掃
・
点
検
を
し

ま
すて

高
額
な
料
金
を
請
求
す
る
業
者
が
い

る
よ
う
で
す
。

　

市
で
は
、
こ
の
よ
う
な
依
頼
は
一
切

行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

公
共
汚
水 
枡 
の
点
検
に
つ
い
て
は
、

ま
す

８
年
に
１
回
程
度
、
市
が
実
施
し
て
い

ま
す
。

　

宅
地
内
の
汚
水
管
の
つ
ま
り
・
悪
臭

等
が
生
じ
た
と
き
に
は
、
町
田
市
排
水

設
備
工
事
指
定
工
事
店
に
ご
相
談
下
さ

い
。

□問
 

下
水
道
業
務
課
11
７
２
０
・
１
８
３

３

　

日
午
前
中
ま
で
に
環
境
保
全
課
（
11

１７７
２
４
・
２
７
１
１
）
へ
ご
連
絡
下
さ

い
。

○
日
時　

２
月　

日
（
月
）
午
後
６
時

１７

　

分
〜
８
時　

分

３０

３０

○
会
場　

森
野
分
庁
舎

○
議
題　

町
田
市
温
室
効
果
ガ
ス
排
出

量
等
調
査
に
つ
い
て
、
ほ
か

○
定
員　
　

人
（
申
し
込
み
順
）

１０

　

お　

詫　

び

　

本
紙
２
月
１
日
号
３
面
の
「
両

親
学
級
」
の
講
師
は
「
都
南
産
婦

人
科
・
長
尾
百
合
子
医
師
」
の
誤

り
で
し
た
。
関
係
者
の
方
に
ご
迷

惑
を
お
か
け
し
ま
し
た
こ
と
を
お

詫
び
し
ま
す
。

□問
 

広
報
広
聴
課
11
７
２
４
・
２
１

０
１

　

市
内
の
中
小
企
業
者
ま
た
は
市
内

で
新
た
に
事
業
を
始
め
る
中
小
企
業

者
が
事
業
資
金
や
開
業
資
金
を
調
達

す
る
た
め
、
市
と
取
扱
金
融
機
関
と

の
提
携
及
び
信
用
保
証
機
関
の
協
力

に
よ
り
実
施
す
る
も
の
で
す
。

　

取
り
扱
い
は
次
の
金
融
機
関
の
町

田
市
内
に
あ
る
支
店
で
行
っ
て
い
ま

す
。

○
取
扱
金
融
機
関　

八
千
代
・
横
浜

・
三
井
住
友
・
み
ず
ほ
・
東
京
都
民

・
あ
さ
ひ
・
大
和
・
東
日
本
の
各
銀

行
、
城
南
・
横
浜
の
各
信
用
金
庫
、

町
田
市
農
業
協
同
組
合
（
個
人
の

み
、
開
業
資
金
は
取
扱
い
な
し
、
融

資
限
度
額
８
０
０
万
円
）

※
金
融
機
関
、
信
用
保
証
機
関
の
審

査
に
よ
り
、
融
資
で
き
な
い
場
合
も

あ
り
ま
す
。

□問
 

商
工
観
光
課
11
７
２
４
・
２
１
２

９

町田市中小企業融資制度概要
保　証　人融資期間・返済方法融資利率融資限度額融資の種類

個人…１人以上
法人…２人以上
（うち１人は代表者
個人の連帯保証を必
要）
ただし、緊急資金の
申し込みをする小規
模企業の方で、現在
小規模企業特別資金
を返済中の場合
個人…原則不要
法人…代表者個人

５年以内（６か
月の据置期間を
含む）割賦返済年利

２．２％
（１．５％）

１，０００万円

運 転 資 金

７年以内（６か
月の据置期間を
含む）割賦返済

設 備 資 金

開 業 資 金

年利
２．５％
（１．８％）

店舗改造資金

７年以内（１２か
月の据置期間を
含む）割賦返済

公害防止資金

５年以内（６か
月の据置期間を
含む）割賦返済

年利
２．２％
（１．５％）

　５００万円
緊 急 資 金

個人…原則不要
法人…代表者個人

小 規 模 企 業
特 別 資 金

※現在、この制度を利用している方も緊急資金の申し込みができます。ただし、
　開業資金および緊急資金の返済中に緊急資金の申し込みはできません。
※この制度は、信用保証機関（保証協会または基金協会）の保証が必要です。
　また、信用保証機関の指示により上表の他に保証人を要することもあります。
※保証協会または基金協会の保証料の１／２を融資時に補助します。　
　（　）内利率による額を年２回に分け補助します。

町 田 市
中 小 企 業
融 資 制 度

ご利用下さい

廃
車
等
の
手
続
き
は
お
早
め
に

ババ
イイ
クク
・・
軽軽
四四
輪輪
はは
４４
月月
１１
日日
現現
在在
でで
課課
税税

　

軽
自
動
車
税
は
、
４
月
１
日
現

在
、
登
録
の
あ
る
方
に
課
税
し
ま

す
。

　

バ
イ
ク
や
軽
自
動
車
を
所
有
し
て

い
て
、
次
の
①
〜
⑥
に
該
当
す
る
方

は
、
登
録
、
廃
車
、
名
義
変
更
等
の

手
続
き
を
３
月
末
ま
で
に
お
願
い
し

ま
す
。

①
町
田
市
に
転
入
し
、
前
住
所
地
の

ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
が
つ
い
た
バ
イ

ク
等
を
お
持
ち
の
方

②
町
田
市
外
に
転
出
す
る
方

③
故
障
等
で
バ
イ
ク
を
廃
棄
処
分
し

現
在
所
有
し
て
い
な
い
が
、
ま
だ
廃

車
手
続
き
し
て
い
な
い
方

④
バ
イ
ク
等
の
盗
難
に
あ
っ
た
方

⑤
町
田
市
内
ま
た
は
市
外
の
方
か
ら

バ
イ
ク
等
を
譲
り
受
け
、
ま
だ
名
義

変
更
を
し
て
い
な
い
方

⑥
バ
イ
ク
等
を
他
人
に
譲
り
、
譲
り

受
け
人
と
連
絡
不
能
の
た
め
、
名
義

変
更
さ
れ
ず
、
課
税
さ
れ
て
い
る
方

　

こ
れ
ら
の
手
続
き
に
関
す
る
問
い

合
わ
せ
先
は
次
の
通
り
で
す
。

　

各
窓
口
と
も
３
月
は
大
変
込
み
合

い
ま
す
の
で
手
続
き
は
お
早
め
に
お

願
い
し
ま
す
。

●
１
２
５　

以
下
の
原
付
バ
イ
ク
と

cc

小
型
特
殊
自
動
車
＝
市
役
所
市
民
税

課
11
７
２
４
・
２
１
１
３

●
１
２
５　

を
越
え
る
バ
イ
ク
＝
多

cc

摩
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
11
０
４

２
・
５
２
３
・
２
４
５
５

●
軽
三
輪
・
軽
四
輪
自
動
車
＝
軽
自

動
車
検
査
協
会
多
摩
支
所
11
０
４
２

・
５
２
５
・
４
３
６
０

※
１
２
５　

を
越
え
る
バ
イ
ク
お
よ

cc

び
軽
四
輪
等
は
、
名
義
変
更
や
廃
車

手
続
き
の
ほ
か
に
、
税
申
告
の
手
続

き
も
必
要
で
す
。
例
年
、
名
義
変

更
、
ま
た
は
廃
車
手
続
き
が
４
月
１

日
以
前
に
済
ん
で
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
税
申
告
の
手
続
き
が
な
さ
れ

な
い
た
め
に
、
誤
っ
て
納
税
通
知
書

が
発
送
さ
れ
る
場
合
が
多
く
あ
り
ま

す
。
お
手
数
で
す
が
市
役
所
市
民
税

課
で
課
税
の
有
無
を
確
認
し
て
下
さ

い
。

⑦
返
信
面
に
あ
て
先
を
書
き
２
月　
２５

日
ま
で
（
必
着
）
に
大
地
沢
青
少
年

セ
ン
タ
ー
自
然
休
暇
村
担
当
（
〒　
１９４

－

０
２
１
１
、
相
原
町
５
３
０
７－

２
、
11
７
８
２
・
３
８
０
０
）
へ
。

※
申
込
多
数
の
場
合
は
抽
選
と
し
、

結
果
は
全
員
に
通
知
し
ま
す
。

《
注
意
》

※
申
し
込
み
は
１
家
族
ま
た
は
１
グ

ル
ー
プ
に
つ
き
１
室
（
棟
）
の
み

で
、
本
館
、
キ
ャ
ビ
ン
両
方
の
申
込

や
キ
ャ
ビ
ン
の
各
タ
イ
プ
の
指
定
は

で
き
ま
せ
ん
。
キ
ャ
ビ
ン
を
ご
利
用

の
方
に
は
、
状
況
に
よ
り
本
館
各
施

設
（
食
堂
、
大
浴
場
、
ラ
ウ
ン
ジ

等
）
の
利
用
を
制
限
さ
せ
て
い
た
だ

く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

利用日程表

キャビン本　館番号

４/２６～４/２８４/２７～４/２９①

４/２８～４/３０４/２９～５/１②

４/３０～５/２５/１～５/３③

５/２～５/４５/３～５/５④

５/４～５/６５/５～５/７⑤

町
田
市
自
然
休
暇
村

ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
イ
ー
ク
期
間
の
利
用
申
込

□問
 

国
保
年
金
課
11
７
２
４
・
２
１
２
４


